
平成２９年度 事業報告書 
 

１ 第２６回柔道整復師国家試験の実施 

  柔道整復師法第１３条の３の規定に基づく指定試験機関として同法第１０条の試験事務

を次のとおり行った。 

（１）試験実施日  平成３０年３月４日（日） 

（２）試 験 地  北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府 

          広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 

（３）試 験 結 果 

区 分 出願者数(名) 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(％) 

総 数 ７，０７８ ６，３２１ ３，６９０ ５８．４ 

 

２ 柔道整復師の免許登録事務の実施 

  柔道整復師法第８条の２の規定に基づく指定登録機関として同法第６条の登録事務及び

免許証の交付等の事務を次のとおり行った。 

区 分 新規免許交付 
名簿訂正・ 

書換交付 

免許 

再交付 

登録 

消除 

合格証明書 

交付 

英訳免許 

証明書交付 

免許 

取消 

取扱い件数 ３，９２６ ５９８ ２３０ ２１ １ １０ ０ 

 

３ 柔道整復師国家試験改善の検討 

  前回の国家試験改善から更に１０年以上を経た現在、現行国家試験を振り返り、国民に

信頼される柔道整復師の資格付与としていくため、柔道整復師国家試験改善検討会におい

て国家試験改善の検討及び視覚障害者対応について検討した。なお、必修問題に係る第一

次改訂として２０２０年版柔道整復師国家試験出題基準を公表した。 

 

４ 柔道整復師国家試験出題基準の改定 

  柔道整復師国家試験改善検討委員会の報告書をもとに、必修問題に係る第一次改訂とし

て２０２０年版柔道整復師国家試験出題基準の改定作業を行った。 

 

５ 第６回認定実技審査員資格取得講習会 

   認定実技審査員の５年毎の更新制による同資格取得講習会を開催した。 

  [開催年月日及び開催場所] 



    ① 平成２９年４月１６日（日）  

東京会場 東京有明医療大学 

柔道整復実技審査員認定者３６０名   

柔道実技審査員認定者９９名 

（うち２資格認定者８０名） 

    ② 平成２９年４月２３日（日） 

 大阪会場 森ノ宮医療大学 

        柔道整復実技審査員認定者２６７名 

   柔道実技審査員認定者６２名 

（うち２資格認定者４２名） 

 

６ 認定実技審査の実施 

（１）認定実技審査制度説明会・勉強会の実施 

 [開催年月日及び開催場所] 

   ① 平成２９年７月３０日（日） 

  東京会場 東京有明医療大学 １２０名 

   ② 平成２９年８月 ６日（日） 

 大阪会場 森ノ宮医療大学   ９３名 

（２）認定実技審査員の派遣 

    各柔道整復師養成施設等の柔道整復実技及び柔道実技の教育水準向上と充実を図る 

ことを目的に、柔道整復師養成施設指導ガイドライン（平成２７年３月３１日医政発 

０３３１第３３号）に基づき認定実技審査員を派遣した。 

  ① 審 査 日 平成２９年１１月５日（日）、１１月１２日（日）、１１月１９日（日） 

         １１月２３日（木・祝）、１１月２６日（日）、１２月３日（日） 

  ② 受審者数   ９４校   ４，２２０名 

  ③ 認定実技審査員数 

  項   目 延派遣審査員数（実数） 

柔道整復実技 ２８４名（２４９名） 

柔 道 実 技 ２０２名（１２６名） 

再  審  査 ６８名（５０名） 

計 ５５４名（４２５名） 

 



  ④ 認定実技審査質確保のためのアンケート調査を実施 

    ・受審者へ受審状況に関するアンケートを行った。 

    ・養成施設へ派遣審査員の審査状況に関するアンケートを行った。 

    ・派遣審査員へ養成施設の審査環境に関するアンケートを行った。 

 

７ 柔道整復師卒後臨床研修の実施 

   柔道整復師として、医学や医療の急速な進歩発展に対応するため、卒後の一定期間に

外来施術に対応できる治療技術の習得、幅広い知識と高度な技術習得等を通じ資質の向

上を図ることとして平成１７年４月から実施している。 

   平成２９年度の卒後臨床研修生は４０６名 

（１）認定卒後臨床研修指導柔道整復師の認定 

   開催月日  平成２９年６月２５日（日）１３時～ 

   開催場所  学校法人呉竹学園 呉竹鍼灸柔整専門学校 

   受審者数  １８名  認定者数 １４名 

（２）卒後臨床研修修了者の氏名をホームページに公表した。 

  （掲載者数：累計 １，２６５名） 

（３） 卒後臨床研修の質確保のために修了者及び未修了者に対するアンケート調査を行っ

た。 

 

８ 柔道整復師養成施設の第三者評価導入に関する調査の実施 

   医療人としての適格性や生涯学習能力を備え、「患者安全」を守りうる柔道整復師を養

成できるか否かは、３年間学生を教育し続ける学校教育の質に左右されることから、学

校教育の質に対する第三者評価を導入していくことについて、モデル実施を行うことに

より第三者評価の在り方等について調査を行った。 

  （モデル実施校） 

    学校法人木島学園 北信越柔整専門学校 

    学校法人明治東洋医学院 明治東洋医学院専門学校 

  

（会議関係） 

  １ 理 事 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ２ 評 議 員 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 



  ３ 常務理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

  ４ 柔道整復師国家試験改善検討委員会・・・・・・・・・・・ ４回 

  ５ 柔道整復師国家試験出題基準検討委会・・・・・・・・・・ ４回 

  ６ 認定実技審査委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

  ７ 卒後臨床研修委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２回 

  ８ 卒後臨床研修全国実施委員会 ・・・・・・・・・・・・・ ０回 

９ 試験委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０回 

 １０ 試験総括者連絡会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １回 

 １１ 第三者評価モデル事業実施委員会等 ・・・・・・・・・ １３回  

  



 

 

平成２９年度事業報告の附属明細書 

 

 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定 

する標記附属明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項はない。 

 


